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1.問題意識・現状認識 

・ これからの都市再生は、経済効率の追求のみならず、住民の視点に立った街

づくりによって、都市生活者のゆとりと真の豊かさを実現することが求めら

れる。住民自らが誇りを持てる街にしていくことが、居住者と来街者の増加

をもたらし、結果的に都市の総合的価値をも高めていくことになる。 

・ 都市の歴史的成り立ちが違うとは言え、魅力的なヨーロッパの各都市は、行

政が都市再生・街づくりの明確なビジョンを持ち、経済原理、市場原理のみ

に任せることなく、住民を主体にした、住民が誇りを持つことのできる街づ

くりを行なってきている。 

・ 然しながら大阪市に限らず、我が国の都市政策は、街づくりにおいて地域住

民の参画がなかったということもあり、経済の活性化にウエイトがかかり、

本来都市の主役であるべき住民の生活を忘れてきたのが実状である。 

・ 2000 年 5 月に都市計画法が改正され、全ての都市計画区域で「都市計画マ

スタープラン」を策定することが義務付けられ、大阪府でも 2004 年４月に

「都市計画区域マスタープラン」を策定し、その中で大阪市全行政区域を都

市計画区域に指定し、街づくりについて方針を示した。しかしながら府の計

画を受けての大阪市としての「都市計画マスタープラン」はまだ策定されて

いない。 

・ 「都市計画マスタープラン」が無いまま、いわゆる敷地主義、物件主義によ

る都市開発がなされると、持続性のある良い都市資産は形成できない。また、

市場原理のみに任せていては住むに耐えない住環境をもたらすことにもな

り、行政による計画的かつ明確な都市政策が必要である。 

・ また、その長期的視点に立った都市計画を具体的に実行・推進していく体制

が必要であるが、その推進体制が十分とは言い難い状況にある。神戸市は、

震災の被害から見事に立ち直ったが、街の再生において行政と共に地元企業、

建物オーナー、住民からなる街づくり組織が大きな役割を果たした。こうい

った実態を見ても、これからの街づくりは行政と民間（企業・住民）が連携・

協働して進めていかないとより良い成果は得られない。 

・ 大阪市においても、社会資本・建築物の劣化、都市景観や住環境の悪化、安

全性、土地利用の空洞化など様々な問題を抱えているなかで、都市再生をは

かるには、行政が明確なビジョンとそれをブレイクダウンした実行計画を持

ち、具体的に推進するための体制づくりを行うなかで、継続的かつ地道に取

組んでいくことが必要である。 
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２.提言 

・ 関西経済同友会では、これまでにも大阪の都市再生について様々な視点から

数多くの提言を行ってきた。それらの提言の中から梅田北ヤード開発をはじ

め、実際に動き出したプロジェクトも多く、部分的には街づくりへの取組み

が進みつつある。 

・ しかし、大阪市全域の都市計画マスタープランが示されないまま、個々のプ

ロジェクト毎に開発を委ねていているケースが多い。こういった状況が続く

と、都市としての均衡を欠く結果となるばかりか、都市景観上からも大きな

問題を抱えることになる。従って、上記のような認識に基づき、「大阪の都

市再生・街づくりの計画的推進」について以下の５つの提言を行いたい。 

 

提言１：「都市計画マスタープラン」の早期策定・提示と、「大阪市都市再生本

部の機能強化」  

 

 

 

 

 

 

 

・ 大阪市では 1990 年 10 月に「大阪市総合計画 21」が、そして 2003 年５月に

「大阪市都市再生プログラム」が策定されている。また 2005 年 3 月には新

しい総合計画として「大阪市基本構想“目指すべき将来像”」が策定された。

そこに示されている考え方には賛同するものの、これらはいづれもビジョン、

基本方針の域を出ていない。ビジョンばかりで具体的な街づくりを示すマス

タープラン無くしては、均衡ある都市再生は望むべくも無い。 

・ 従って大阪市は、行政の責任において早期に都市計画法に基づく大阪市全域

の「都市計画マスタープラン」を策定し、住民との共有化をはかるとともに、

マスタープランに沿った街づくりを推進していく必要がある。実際に都市再

生・街づくりを進めていくには民間企業や住民との連携が必要であるが、推

進のイニシアティブをとるのは行政の役割であり責任である。 

・ その大阪市には市長を本部長とし、関係各部局が参加した「大阪市都市再生

本部」があるが、実質的には計画調整局、経済局など従来の縦割り組織が街

○ 大阪市は 50 年、100 年先を見据え、地域・地区・街区にまで踏み込んだ

「都市計画マスタープラン」を早急に策定し、住民に提示すべきである。 

○ また「都市計画マスタープラン」を住民とともに実現、推進していく組

織として大阪市都市再生本部を位置付け、その機能強化をはかるべきで

ある。 
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づくりの実権を握っており、都市再生本部が十分機能しているとは言い難い

面がある。 

・ 大阪市は街づくりを最重点政策に位置付け、重点的に予算配分を行なうとと

もに、この都市再生本部の機能と役割を見直し、都市計画推進組織として位

置付け、権限、陣容を強化していくべきである。またその際、外部から複数

の専門家を入れるべきと考える。新しい都市再生本部の機能・役割は、各地

域住民・街づくり組織との窓口となり、実際に都市計画マスタープランを推

進していくことであり、そのためには関係各部局が持つ街づくり関連予算を

都市再生本部に集約し、推進に当って権限と責任を持たせるということも検

討していくべきである。  

・大阪市は、過去、御堂筋の建設あるいは地下鉄網の整備など、都市インフラ

の整備において先見的パイオニアとして評価された実績がある。今後の街づ

くりにおいても迅速かつ強力な取り組みを強く要望する。 

 

 

 

提言２：「街づくり推進協議会(仮称)」の設置による推進 

 

 

 

 

 

 

 

・ 均衡のとれた街づくりが進まない理由の一つに、責任体制が不明確なことと

ともに、推進するための具体的体制が伴っていないことがある。現在各所に

おいて様々な街づくり組織があるが、行政との繋がりが弱く、また資金等の

問題もあり、街づくり活動も限定的なものに留まっている。 

・ 神戸市の旧居留地開発が進んだのは、行政、地元企業、不動産オーナー、そ

して地域住民が参加した「旧居留地連絡協議会」という推進組織の存在があ

る。この協議会では、行政と緊密な連携をとりながらも、自ら景観自主規制

をつくり遵守させるなど、街づくりの推進組織としてなくてはならない存在

となっている。 

街づくりは、公共インフラ等行政が責任を持って整備するもの以外は、基本

的に民間(企業・住民)が担っていくことが必要である。街づくりを具体的に

推進していく組織体制として、地域・地区あるいは街区毎に行政、地元企業・

住民が参画した「街づくり推進協議会(仮称)」を設置し、地元の意思が反映

された街づくりを推進していくべきである 
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・ 大阪市も、マスタープランで示された地域・地区・街区ごとに、行政、地元

企業・住民、更に専門家等を加えた推進組織「街づくり推進協議会（仮称）」

をつくり、官民協働での街づくりを推進していくことで、具体的な実行、成

果につなげていくことが必要である。そして大阪市は、専門家を加え機能・

陣容を強化した新しい「都市再生本部」の担当者を各協議会の専任に就ける

ことで、協議会活動の実効をあげていくことが望まれる。 

・ また、整合ある街づくり推進という意味から、ＴＭＯ（タウン・マネジメン

ト機構）の設置・充実にも取組んでいく必要がある。 

・ なお、企業もまた自らの投資も含め積極的に街づくりへ参画し、企業市民と

しての責任を果たしていくべきである。 

 

 

 

提言３：街づくりに関する規制の緩和と強化 

 

 

 

 ・ 

 

 

・ 2000年5月の都市計画法改正、2002年7月の建築基準法の一部改正により、

都道府県に対し、都市計画マスタープランの策定が義務付けられる一方で、

線引きや一部建築基準などは自治体の裁量で規定することができるように

なるなど、従来と比較して自治体の裁量権は増えてはいるが、真に活力ある

街づくりを行うには、まだ様々な規制が多い。 

・ 従って、魅力ある街づくりを阻害する規制の緩和、あるいは撤廃に向けて自

治体（大阪府・大阪市）が主導権を発揮するとともに、現行の法律・規制に

縛られない自由な発想で活力ある街づくりを行なうことのできる「街づくり

特区」の申請も検討していくべきであろう。 

・ また、一方で秩序ある街づくりにおいては、「規制強化」も必要である。都

心部においては、基本的に業務地域（ビジネス、商業）、住居地域を分けて

整備していくべきだと考えるが、現行では都市計画法における用途地域や、

建築基準法等に違反していない限り、基本的に開発や出店を規制できない。 

大阪市は、「都市計画マスタープラン」策定や、具体的な街づくりの中で発

生してくる既存規制の緩和・撤廃、あるいは新規規制の制定等に柔軟に対応

し、均衡の取れた秩序ある街づくり、環境の維持・改善の促進をはかるべき

である 
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・ そのため、都心部に似つかわしくない小規模な住宅が乱開発されたり、大阪

の顔とも言える伝統ある商業地域が、蝕まれ、破壊されている状況にある。

こういった状況を放置していては、住民や来街者の離反を招き、大阪の活力

を失うことになる。 

・ 従って、都市計画法に基づく規制、また建築条例等、自治体の裁量で制定で

きる「条例」等によって、街の乱開発や秩序を乱すような出店、あるいは景

観を規制し、安全で均衡のとれた街づくりを行なうと共に、既に環境や景観

が破壊されている街の改善に取組むべきである。 

・ なお、都心部で良好な住環境づくりが進まない要因の一つに土地・住宅に関

する住民の強い権利の主張がある。時間を要する問題ではあるが、良質な住

宅環境整備のためには、ある程度「私権の制限」ということに踏み込んでい

くことも必要である。 

 

 

 

提言４：多様な資金調達制度の充実 

 

 

 

 

・ これからの街づくりは言うまでも無く、民間企業、住民の参加が欠かせない。

むしろ企業も住民も街の一員として、自らの街づくりに対して積極的に参画

し、権利を主張するばかりでなく義務を果たしていくべきであろう。一方で

行政は予算が無いということで地域の開発や、街づくりを停滞させるような

ことがあってはならない。 

・ 街づくりには金額の大小はあってもある程度まとまった資金が必要となる

が、大阪市は街づくりを重点的政策に位置付け、予算配分を行なうことがま

ず必要であるが、企業も住民もまた資金提供者としての役割を果たしていく

ことが望まれる。 

・ これまでも企業は民間事業者の立場で街づくりに参画し、様々な形で投資を

してきているが、住民自らが主体的に資金を出すということは、殆ど無かっ

た。それは住民の意識の問題もあるが、制度や手法が十分に確立されていな

かったことにも原因がある。住民が自ら資金を出し、街づくりに携わってい

官民協働、市民参加の街づくりを促進するため、民間企業や市民が参加し易

く、多様な資金調達が可能となる制度の充実をはかるべきである 
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くことで、他人任せ、無関心を払拭し、真により良い街づくりに繋がってい

くものと考える。 

・ 従って、参加型の資金調達を促す以下のような制度の充実・強化をはかって

いくことが必要と考える。 

① 市による「街づくり市民債」の発行・活用 

② 既に制度としてあるが「不動産の小口証券化」の普及・強化 

③ 街づくりに投資した場合、投資金額の一定割合を減税する「街づくり投

資減税」の創設 

④ 日本版ＢＩＤs(Business Improvement Districts)の導入 

 

 

 

提言５：国と地方との「大都市再生・街づくり会議(仮称)」の設置 

 

 

 

 

 

・ 国からは「大阪からは都市再生についてあまり意見が上がってこない」とい

うことが言われているように、大阪は都市再生を司る国の機関との繋がりが

弱いということがある。 

・ 都市再生・街づくりは、自治体が中心となって推進していくことが基本であ

るが、法制度や基幹インフラ整備など、国が関わる事柄も多い。大阪市を日

本、そして世界に誇れる都市にしていくためには、国とのパイプづくりをし、

国の力を利用することもまた必要である。このことは、大阪固有の問題では

なく、東京、名古屋、福岡など大都市が共通に抱える問題でもある。 

・ 従って、大都市自治体と経済団体、および国の関係機関（国土交通省・都市

再生本部など）とで構成する「大都市再生・街づくり会議(仮称)」を設置し、

大都市再生について定期的に協議・意見交換するとともに、連携強化を図る

体制をつくるべきである。 

 

 

 

都市再生や街づくりについて、提言・協議・話し合いをする場として、大都

市自治体と経済団体、および国の関係機関（国土交通省・都市再生本部など）

とによる会議「大都市再生・街づくり会議(仮称)」を設置すべきである。 
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